
議案第 71 号 

 

公有水面埋立に係る意見について 

 

西海市西彼町亀浦郷地先公有水面埋立に係る意見について、異議ない旨長崎

県知事に答申したいので、公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第３条第４

項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和４年１２月２日 提出 

 

西海市長 杉澤 泰彦   

 

記 

 

１ 出 願 人  長崎県 

２ 埋 立 位 置  西海市西彼町亀浦郷字山ノ串1070番から字東小干902番

を経て、字土井ノ浦727番６に至る間の土地に隣接する

無地番地の地先公有水面 

３ 埋 立 面 積  1,153.30平方メートル 

４ 埋立地の用途  海岸保全施設用地 

５ 埋 立 理 由  亀浦海岸の護岸は、建設後50年近くの年月が経過し、老

朽化が著しく、堤体の沈下や傾斜が見られ、各所がひび

割れしており、施設の長寿命化を図るため、既存施設前

面に海岸保全施設の整備をすることとし、埋立を行うも

の。 
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求積平面図

護岸敷（1） A=1,153.30㎡
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埋立面積合計 1,153.30㎡
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